
サービス
・ 地域活動支援センター…障害のある人が通
い、創作的活動又は生産活動の機会の提供、
社会との交流の促進等の便宜を図る施設
（地域生活支援事業として実施）
③　地域の限られた社会資源を活かす
　障害のある人の身近なところにサービスの
拠点を増やしていくためには、既存の限られ
た社会資源を活かし、地域の多様な状況に対
応できるようにしていく必要がある。
　このため、通所施設の民間の運営主体につ
いては、社会福祉法人に限られていたが、こ
れをNPO法人、医療法人、特例民法法人等、
社会福祉法人以外の法人でも運営することが
できるように規制を緩和した。

ウ　 福祉施設で働く障害者の一般就労への移
行促進等

①　就労支援の強化
　障害者が地域で自立した生活を送るための
基盤として、就労支援は重要であり、一般就
労を希望する方には、できる限り一般就労し
ていただけるように支援を行い、一般就労が
困難である方には、就労継続支援Ｂ型事業所
等での工賃の水準が向上するように支援を
行ってきている。
　就労系障害福祉サービスから一般就労への
移行者数は8.5倍に増加（平成15年度1,288人
→平成26年度10,920人）し、就労系障害福祉
サービスの利用者は2.5倍に増加（平成15年
度97,026人→平成26年度242,382人）している。
②　工賃向上のための取組
　平成24年度からは「工賃向上計画」を策定
することにより、工賃向上に向けた取組を進
めている。
　この「工賃向上計画」では、コンサルタン
トによる企業経営手法の活用や共同受注の促
進など、これまでの計画でも比較的効果の
あった取組に重点を置いて取り組むととも

に、個々の事業所ごとに「工賃向上計画」を
作成することを原則とし、共同受注を進める
観点から都道府県と関係団体の間の連携を強
化するなど、取組の強化を図っている。また、
新たな計画では、特別な事情がない限り、個々
の事業所における工賃向上計画を作成し、事
業所責任者の意識向上、積極的な取組を促し、
都道府県の計画では、官公需による発注促進
についても、目標値を掲げて取り組んでいる。
さらに、地域で障害者を支える仕組みを構築
することが重要であることから、市町村にお
いても工賃向上のための取組を積極的に支援
していただくよう協力を依頼している。

エ　支給決定の透明化・明確化
①　 障害程度区分の導入と障害支援区分への
見直し

　「支援費制度」では、支給決定に際して全
国共通の利用ルール（支援の必要度を判定す
る客観的基準）が定められていなかったこと
から、同じような障害状態にあっても市町村
が決定するサービスの種類や量には、地域格
差が生じているとの指摘がされていた。この
ため、「障害者自立支援法」では、支援の必
要度を判定する障害程度区分を導入した。
　また、知的障害者や精神障害者等の特性に
応じて適切に支援の必要度を判定できるよ
う、「障害者総合支援法」では障害程度区分
を障害の多様な特性その他の心身の状態に応
じて必要とされる標準的な支援の度合いを総
合的に示す「障害支援区分」に改め、平成26
年４月から施行されている。
②　支給決定に係るプロセスの透明化等
　「障害者総合支援法」における介護給付費
等の支給決定を行うに当たっては、まず市町
村が事前に障害のある人の面接調査を行い、
その調査を基に障害支援区分の一次判定が行
われ、さらに障害保健福祉の有識者などで構
成される審査会での審査（二次判定）を経て、
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障害支援区分の認定が行われる仕組みなどと
なっており、支給決定に係るプロセスの透明
化が図られている。
　また、この支給決定に係るプロセスは、障
害支援区分に加え、障害のある人一人一人の
心身の状況、サービス利用の意向、家族の状
況などを踏まえて相談支援専門員等が作成し
たサービス等利用計画案を勘案して、適切な
支給決定が行われるようにしている。

オ　費用をみんなで負担し合う仕組みの強化
①　国の費用負担の義務づけ
　「支援費制度」においては、居宅サービス
に関する部分の費用については、国はその費
用の一部を予算の範囲内で補助する仕組みと
なっていたが、制度を安定的かつ継続的に運
営するために、「障害者自立支援法」の施行
以降は、国が義務的にその費用の一部を負担
する仕組みとした。（具体的には、国は費用
の２分の１、都道府県は費用の４分の１を義
務的に負担。市町村は費用の４分の１を負
担。）これにより、当初の予算の範囲を超え
て居宅サービスの利用が急増したとしても、
国及び都道府県は義務的に費用の一部負担を
行うこととし、障害のある人に安心して制度
を利用していただけるような形となった。
②　利用者負担
　「障害者自立支援法」の施行以降は、サー
ビスの利用者も含めて皆で制度を支え合うた
め、国の費用負担の義務づけと併せて、利用
者については、所得階層ごとに設定された負
担上限月額の範囲内で負担することとした。
　また、これに加えて、所得の少ない方につ
いては、個別減免の仕組みを設けるなど利用
者負担の軽減措置を講じた。
　施設を利用した場合などにかかる食費・光
熱水費などの実費負担については、在宅で生
活をしていたとしてもこれらの実費負担は生
じるものであることから、施設と在宅の費用

負担の均衡を図るために、自己負担とした。
ただし、所得の少ない方については、食費に
係る実費負担額が食材料費のみの負担となる
よう軽減措置を講じた。
　その後、平成19年４月に行われた特別対策
や、平成20年７月に行われた緊急措置におい
て、低所得の障害のある人等を中心とした利
用者負担の更なる軽減、障害のある子供のい
る世帯における軽減対象範囲の拡大、負担上
限月額を算定する際の所得段階区分の個人単
位を基本とした見直し等の軽減措置を講じた。
また、平成21年７月より、軽減措置を適用す
るために設けていた「資産要件」の廃止や、「心
身障害者扶養共済給付金」の収入認定からの
除外といった更なる軽減措置を講じた。
　さらに、平成22年４月から低所得（市町村
民税非課税）の障害のある人等につき、福祉
サービス及び補装具にかかる利用者負担を無
料としている。
　平成22年の「障害者自立支援法」の一部改
正では、障害のある人の地域移行を促進する
ため、障害のある人が安心して暮らせる「住
まいの場」を積極的に確保していくことを目
的に、グループホーム等の居住に要する費用
を助成する制度を創設した（平成23年10月施
行）。また、利用者負担について、応能負担
を原則とすることを法律上も明確にするとと
もに、障害福祉サービス等と補装具の利用者
負担額を合算し、負担を軽減する仕組みを導
入した（平成24年４月施行）。

カ　 障害福祉計画に基づく計画的なサービス
基盤整備の推進

　「障害者総合支援法」では、障害のある人
に必要なサービスが提供されるよう、将来に
向けた計画的なサービス提供体制の整備を進
める観点から、国の定めた基本的な指針（以
下「基本指針」という。）に即して、市町村
及び都道府県に、数値目標と必要なサービス
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量の見込み等を記載した障害福祉計画（以下、
ここでは「計画」という。）を策定すること
としている。
　平成26年５月には、社会保障審議会障害者
部会での議論を経て、平成27年度から平成29
年度までの３年間の第４期計画の策定のた
め、基本指針の改正を行ったところである。
改正の主なポイントとしては、次のとおり。
①　 障害者の地域生活の支援のための規定の
整備

　「障害者の地域生活の推進に関する議論の
整理」（平成25年10月11日障害者の地域生活
の推進に関する検討会取りまとめ）を踏まえ、
地域における障害者の生活支援のために求め
られる機能を集約した拠点（以下「地域生活
支援拠点」という。）の整備の方向性等を定
める。
②　 相談支援体制の充実・強化に関する規定
の整備

　計画相談支援の利用者数の増加に向けた更
なる体制の整備、地域移行支援及び地域定着
支援の体制の整備、協議会における関係者の
有機的な連携の必要性等を定める。
③　障害児支援の体制整備に係る規定の整備
　基本指針においても障害児支援の提供体制
の確保に関する事項を定める。
④　 障害福祉計画の作成に係る平成29年度の
目標設定

（ア）福祉施設の入所者の地域生活への移行
　平成25年度末時点における施設入所者の
12％以上が平成29年度末までに地域生活へ移
行するとともに、平成29年度末時点における
福祉施設入所者を、平成25年度末時点から
４％以上削減することを基本とする。
（イ） 入院中の精神障害者の地域生活への移行
　良質かつ適切な精神障害者に対する医療の
提供を確保するための指針（平成26年厚生労
働省告示第65号）を踏まえ、都道府県は、平
成29年度までの目標として、入院後３か月時

点の退院率、入院後１年時点の退院率及び長
期在院者数の減少に関する目標（※）を設定
する。
　なお、入院後３か月時点の退院率及び入院
後１年時点の退院率について、既に実績をあ
げている都道府県においては、その実績を維
持すること又は更に向上させることを目標と
する。
（※）
　・ 平成29年度における入院後３か月経過時
点の退院率を64％以上

　・ 平成29年度における入院後１年経過時点
の退院率を91％以上

　・ 平成29年６月末時点における長期在院者
数を平成24年６月末時点から18％以上減少

（ウ）地域生活支援拠点等の整備
　市町村又は各都道府県が定める障害福祉圏
域において、平成29年度末までに、障害者の
地域での生活を支援する拠点等を少なくとも
一つ整備することを基本とする。
（エ）福祉施設から一般就労への移行等
　平成29年度中に一般就労への移行者数を平
成24年度実績の２倍以上にするとともに、就
労移行支援事業の利用者数及び就労移行支援
事業所ごとの就労移行率に関する目標（※）
を設定する。
（※）
　・ 平成29年度末における利用者数を平成25
年度末から６割以上増加

　・ 全体の５割以上の事業所が就労移行率３
割以上を達成

⑤　 市町村及び都道府県が障害福祉計画に定
めるべき事項について、調査、分析、及
び評価を行うことに関する規定の整備

　障害福祉計画における目標等について、少
なくとも年に１回は実績を把握し、障害者施
策や関連施策の動向も踏まえながら分析及び
評価を行い、必要があると認めるときは、障
害福祉計画の見直し等の措置を講じることを
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盛り込む。
　都道府県及び市町村は、これらの目標等を
掲げた基本指針に即して、平成29年度を達成

年度とする目標を設定するとともに、この目
標を達成するために必要なサービス見込量等
を設定した計画を作成することとしている。

■図表５-５

資料： 厚生労働省

第１期計画期間
18年度～20年度

第２期計画期間
21年度～23年度

第３期計画期間
24年度～26年度

第４期計画期間
27年度～29年度

障害福祉計画と基本指針

H24 H25 H26 H27 H28 H29

厚生労働大臣
…３年に１回、基本指針の見直し

都道府県・市町村
…３年ごとに障害福祉計画の作成

○基本指針（厚生労働大臣）では、障害福祉計画の計画期間を３年としており、これに即して、
都道府県・市町村は３年ごとに障害福祉計画を作成している。

　障害者総合支援法
の施行等を踏まえ、
平成29年度を目標
として、第４期障害
福祉計画を作成

　つなぎ法による障
害者自立支援法の改
正等を踏まえ、平成
26年度を目標とし
て、第３期障害福祉
計画を作成

　第１期の実績
を踏まえ、第２
期障害福祉計画
を作成

　平成23年度を
目標として、地域
の実情に応じた数
値目標及び障害福
祉サービスの見込
量を設定

基
本
指
針

見
直
し

計
画

作
成

計
画

作
成
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し
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